


（
別
紙
）

船
舶
料
理
士
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
第
七
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

第
一

独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
司
ち
ゆ
う
・
事
務
科
を
卒
業
し
た
者
の
船
内
調
理
業
務
経
験
に
つ
い
て
、
六
月
以
上

を
三
月
以
上
と
し
、
調
理
師
、
栄
養
士
そ
の
他
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
司
ち
ゆ
う
・
事
務
科
を
卒
業
し
た
者
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
船
内
調
理
業
務
経
験
に
つ
い
て
、
一
年
以
上
を
三
月
以
上
と
す

る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
司
ち
ゆ
う
・
事
務
科
を
卒
業
し
た
者
、
調
理
師
、
栄
養
士
そ
の
他
独
立

行
政
法
人
海
員
学
校
司
ち
ゆ
う
・
事
務
科
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ

い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
三
月
以
上
の
船
内
調
理
業

務
経
験
と
同
等
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
二
条
第
二
号
関
係
）

併
せ
て
、
船
舶
料
理
士
資
格
証
明
書
の
交
付
申
請
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
書
類
と
し
て
加
え
る
。
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）


